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嚥
下
機
能
の
訓
練
方
法
を
紹
介
す
る  　

浦
長
瀬
氏
＝
10
月
18
日
、
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル

飲
み
込
む
力
鍛
え
よ
う

患
者
負
担
増
阻
止
へ
要
請

ふるさとの味に悪戦苦闘咀 最終回嚼玩味

天 野 敦 雄

大阪大学歯学研究科
教授　　　　　　　

　

昭
和
の
昔
、
西
城
秀
樹
が
ブ
〜

メ
ラ
ン
、
ブ
〜
メ
ラ
ン
、
き
っ
と

貴
女
は
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
〜
♬

と
歌
っ
て
い
た
。
そ
の
女
性
が
ブ

ー
メ
ラ
ン
し
た
か
ど
う
か
は
知
ら

な
い
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
私
は

毎
日
ブ
ー
メ
ラ
ン
し
て
い
る
。
宴

会
も
宿
泊
出
張
も
な
い
。
毎
晩
ま

っ
す
ぐ
帰
宅
し
、
夕
食
は
い
つ
も

妻
の
手
料
理
。
あ
る
晩
、
手
間
を

掛
け
る
ね
〜
と
妻
に
礼
を
言
っ
た

（
優
し
い
夫
だ
）。
す
る
と
、
い
や

全
然
、
と
予
想
外
の
返
事
。
聞
け

ば
、ふ
る
さ
と
納
税
の
お
陰
だ
と
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
選
び

は
妻
の
担
当
で
あ
る
。
妻
の
近
年

の
定
番
は
ふ
る
さ
と
定
期
便
。
４

カ
所
に
も
頼
ん
だ
か
ら
、
肉
・
魚

・
野
菜
が
波
状
攻
撃
の
よ
う
に
届

く
。
献
立
を
考
え
る
手
間
が
格
段

に
減
っ
た
そ
う
だ
。
ご
満
悦
の
妻

は
、
昨
年
、
近
く
に
住
む
長
男
夫

婦
に
も
と
２
倍
に
積
み
増
し
た
。

　

食
卓
に
西
日
本
各
地
の
ふ
る
さ

と
の
味
が
並
ぶ
。
旨
く
な
い
物
も

あ
る
が
、総
じ
て
及
第
点
。何
故
か

鰹
の
た
た
き
が
届
く
頻
度
は
高
い

（
人
気
商
品
か
？
）。
こ
っ
て
り
好

き
の
長
男
は
薄
味
な
物
が
多
い
と

文
句
を
言
い
な
が
ら
も
、
隔
週
で

受
け
取
り
に
来
て
い
た
。
こ
の
山

分
け
が
４
カ
月
前
に
行
き
詰
っ
た
。

　

長
男
の
嫁
が
お
目
で
た
。
妊
婦

の
コ
ロ
ナ
感
染
を
怖
れ
、
長
男
は

他
人
と
の
接
触
を
可
及
的
に
絶
っ

た
。
実
家
に
立
ち
寄
ら
な
く
な
っ

た
の
だ
。
お
ま
け
に
嫁
は
つ
わ
り

で
偏
食
の
極
み
に
陥
っ
た
。
か
く

し
て
年
配
夫
婦
二
人
に
２
家
族
分

の
ふ
る
さ
と
便
が
託
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
同
じ
食
品
が
数
日
の
う
ち

に
再
登
場
す
る
の
は
避
け
ら
れ
な

い
。
鰹
の
た
た
き
に
至
っ
て
は
連

夜
も
あ
る
。
さ
す
が
に
辛
い
。

　

そ
こ
で
妻
を
外
食
に
誘
う
が
、

ふ
る
さ
と
便
の
在
庫
消
費
に
腐
心

す
る
彼
女
は
首
を
縦
に
振
ら
な

い
。
あ
る
晩
、
妻
に
内
緒
で
近
所

の
ラ
ー
メ
ン
屋
に
寄
っ
た
（
一
杯

だ
け
）。
帰
宅
後
、
食
卓
に
は
鰹

の
た
た
き
。
在
庫
処
分
な
の
か
、

い
つ
も
よ
り
切
れ
数
が
多
い
。
完

食
を
と
意
気
込
ん
だ
が
、
半
分
も

減
ら
せ
ず
満
腹
に
至
っ
た
。
観
念

し
て
ラ
ー
メ
ン
を
告
白
し
、
残
り

は
翌
日
に
回
し
て
貰
っ
た
。
次
の

日
、
も
し
や
の
期
待
で
夕
食
に
臨

ん
だ
が
、
や
っ
ぱ
り
鰹
が
登
場
し

た（
ガ
ッ
ク
リ
）。
し
か
し
、
鰹
は

妻
の
前
に
も
あ
っ
た
。
今
度
は
妻

が
告
白
し
た
。
嫁
は
鰹
の
た
た
き

が
嫌
い
。
長
男
は
以
前
か
ら
鰹
だ

け
は
持
っ
て
行
か
な
い
こ
と
を
。

　

さ
て
皆
様
、
一
昨
年
６
月
か
ら

の
本
連
載
は
今
回
が
最
終
話
で

す
。
素
人
エ
ッ
セ
イ
に
長
ら
く
お

付
き
合
い
頂
き
、
多
謝
深
謝
万

謝
。
諸
兄
姉
が
一
日
も
早
く
コ
ロ

ナ
前
の
生
活
に
戻
れ
る
こ
と
と
、

元
気
な
初
孫
の
誕
生
を
祈
念
し
て

お
別
れ
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
拝

一
部
負
担
は
費
用
の
二
重
徴
収

当
面
は
一
部
負
担

「
３
割
固
定
化
」

　

筆
者
は
、
当
面
は
３
割
以
上

の
一
部
負
担
率
増
は
な
い
と
見

る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
発
言
、

政
府
の
閣
議
決
定
、
法
改
正
か

ら
推
測
で
き
る
。

　

１
点
目
は
、
２
０
０
１
年
11

月
29
日
に
政
府
・
与
党
社
会
保

障
改
革
協
議
会
が
閣
議
に
提
出

し
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
医
療

制
度
改
革
大
綱
」
の
文
言
に
よ

る
。
同
大
綱
の
「
Ⅳ 

医
療
保

険
制
度
の
改
革
」
で
、「
平
成

い
た
し
ま
し
た
」。

　

３
点
目
は
、
２
０
０
２
年
10

月
施
行
の
「
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
附

則
２
条
に
お
い
て
、「
医
療
保

険
各
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者

及
び
被
扶
養
者
の
医
療
に
係
る

給
付
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
将

来
に
わ
た
り
百
分
の
七
十
を
維

持
す
る
も
の
と
す
る
」、
と
将

来
全
て
の
医
療
保
険
に
お
い
て

保
険
給
付
を
７
割
、
つ
ま
り
一

部
負
担
を
３
割
で
維
持
す
る
こ

と
を
法
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
も
、
高

齢
者
も
含
め
て
全
て
の
医
療
保

険
に
お
い
て
は
、
一
部
負
担
を

３
割
で
止
め
る
意
向
が
窺
え

る
。
ま
た
、
戦
前
か
ら
一
部
負

担
と
医
療
費
の
関
係
を
推
計
す

る
基
礎
と
し
て
、
厚
生
労
働
省

で
使
用
さ
れ
る
長
瀬
計
数
で

も
、
一
部
負
担
を
４
割
に
す
る

と
医
療
費
の
逓
減
率
が
０
・
４

８
８
、
つ
ま
り
、
需
要
の
５
割

も
救
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
公

的
保
険
と
し
て
は
そ
の
役
割
を

果
た
せ
な
く
な
る
の
は
自
明
で

あ
る
。

「
保
険
は
ず
し
」
で

実
質
３
割
以
上
の
負
担

　

し
か
し
、
一
部
負
担
率
が
３

割
で
固
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、

こ
れ
は
「
保
険
給
付
に
伴
う
一

部
負
担
」
の
こ
と
で
あ
り
、
今

後
は
保
険
給
付
範
囲
の
見
直

し
、
保
険
の
き
か
な
い
部
分
を

増
や
し
て
い
く
方
向
が
主
流
と

な
る
と
予
測
で
き
る
。
そ
れ

は
、
室
料
差
額
、
入
院
給
食
費

等
（
食
材
費
相
当
額
、
調
理
費

相
当
額
）
が
保
険
か
ら
外
さ
れ

て
き
た
事
実
か
ら
も
理
解
で
き

る
。
つ
ま
り
、
実
質
的
に
３
割

以
上
の
一
部
負
担
が
課
さ
れ
る

15
年
度
（
２
０
０
３
年
度
）
か

ら
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
保
険

料
を
予
定
ど
お
り
引
き
上
げ
、

必
要
な
時
に
７
割
給
付
で
保
険

間
の
統
一
を
図
る
」
と
の
方
向

性
を
示
し
た
こ
と
。

　

２
点
目
は
、
２
０
０
１
年
12

月
13
日
の
第
４
回
社
会
保
障
審

議
会
で
、
中
村
秀
一
審
議
官

（
医
療
保
険
、
医
政
担
当
）

が
、
医
療
制
度
改
革
に
関
し
て

委
員
に
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

た
。「
一
般
の
医
療
保
険
制
度

に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
患
者
負
担
が
本

人
は
２
割
で
す
が
、
被
用
者
保

険
と
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

は
給
付
率
を
７
割
に
統
一
す

る
。
逆
に
申
し
ま
す
と
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
本
人
の
負
担
は
３
割

に
引
き
上
げ
る
と
い
う
提
案
を

　

歯
科
医
療
関
係
者
や
患
者

ら
で
つ
く
る
「
保
険
で
よ
い

歯
科
医
療
を
」
大
阪
連
絡
会

は
10
月
18
日
に
市
民
講
座

「
飲
み
込
む
力
〜
今
か
ら
は

じ
め
る
『
の
ど
』
ト
レ
」
を

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
開
い
た
。

を
頭
と
体
で
理
解
す
る
②
む

せ
な
い
飲
み
込
み
方
を
習
得

し
、
飲
み
込
む
技
術
を
ア
ッ

プ
さ
せ
る
③
の
ど
（
喉
頭
）

を
上
げ
た
ま
ま
止
め
、
嚥
下

筋
を
鍛
え
る
―
―
３
つ
の
ス

　

菅
政
権
に
よ
る
医
療
・
介

護
の
負
担
増
計
画
を
阻
止
し

よ
う
と
、「
保
険
で
よ
い
歯

科
医
療
を
」
大
阪
連
絡
会
は

10
月
22
日
、
地
元
選
出
の
国

会
議
員
へ
負
担
増
の
撤
回
を

要
請
し
た
。
戸
井
逸
美
副
理

事
長
、
西
川
勝
美
歯
科
技
工

士
ら
が
参
加
し
た
。
同
日
午

後
は
、「
＃
い
の
ち
ま
も
る

医
療
・
社
会
保
障
を
立
て
直

せ
！
10
・
22
総
行
動
」
が
東

京
都
内
で
開
か
れ
、
各
地
の

会
場
と
ウ
ェ
ブ
で
つ
な
い
で

テ
ッ
プ
を
紹
介
し
、
毎
日
鍛

え
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

　

最
後
に
、
歯
の
異
常
は
嚥

下
障
害
よ
り
早
く
起
こ
る
こ

と
を
挙
げ
、
歯
科
に
よ
る
早

期
介
入
の
有
効
性
を
強
調
。

医
療
・
介
護
・
福
祉
の
充
実

な
ど
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。

　

要
請
で
は
、
立
憲
民
主
党

の
森
山
浩
行
衆
院
議
員
、
日

本
共
産
党
の
大
門
実
紀
史
参

院
議
員
と
面
談
し
、
後
期
高

齢
者
窓
口
負
担
の
２
割
へ
の

引
き
上
げ
反
対
と
歯
科
医
療

機
関
へ
の
減
収
補
填
策
の
実

現
を
求
め
た
。
さ
ら
に
慰
労

金
や
感
染
拡
大
防
止
支
援
事

業
の
対
象
に
歯
科
技
工
所
を

加
え
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
、「
診
療
所

に
勤
め
る
技
工
士
は
対
象
で

あ
る
の
に
、
技
工
所
の
技
工

士
に
は
給
付
さ
れ
な
い
の
は

不
合
理
。
ぜ
ひ
国
会
で
取
り

上
げ
な
け
れ
ば
」（
大
門
議

員
）、「
歯
科
技
工
所
が
慰
労

金
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る

の
は
お
か
し
い
」（
森
山
議

員
）な
ど
の
回
答
が
あ
っ
た
。

　

集
会
に
は
、
日
本
歯
科
医

師
会
や
大
阪
府
歯
科
医
師
会

の
会
長
か
ら
賛
同
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
寄
せ
ら
れ
た
。

嚥
下
機
能
の
改
善
指
導
に
取

り
組
む
浦
長
瀬
昌
宏
氏
（
神

鋼
記
念
病
院
耳
鼻
咽
喉
科
科

長
）
が
講
演
し
、「
飲
み
込

む
力
」
が
低
下
す
る
前
か
ら

の
ど
の
筋
力
を
鍛
え
る
よ
う

呼
び
掛
け
た
。
ウ
ェ
ブ
配
信

に
よ
る
参
加
を
含

め
医
療
関
係
者
や

市
民
ら
１
５
４
人

が
参
加
し
た
。

　

浦
長
瀬
氏
は
２

０
１
５
年
に
日
本

初
の
嚥
下
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
外
来
を
同

病
院
に
開
設
し
、

嚥
下
機
能
の
重
要
性
を
訴
え

て
き
た
。
同
氏
は
、「
軽
度

の
嚥
下
障
害
は
65
歳
以
上
の

約
半
数
、
75
歳
以
上
に
な
る

と
ほ
ぼ
全
員
に
み
ら
れ
る
」

と
し
、「
重
度
に
な
れ
ば
、

嚥
下
機
能
の
十
分
な
回
復
は

困
難
に
な
る
」
と
話
し
た
。

　

そ
の
上
で
、「
早
期
の
介

入
に
よ
り
、
効
果
的
な
訓
練

が
可
能
に
な
る
」
と
し
、
医

療
現
場
で
の
嚥
下
機
能
の
改

善
指
導
や
日
常
的
な
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
必
要
性
を
強
調
。

飲
み
込
む
力
を
鍛
え
る
方
法

と
し
て
、
①
飲
み
込
む
動
作

方
向
性
が
一
気
に
進
む
も
の
と

思
わ
れ
る
。

利
用
時
の
負
担
は

あ
っ
て
は
な
ら
な
い

　

社
会
保
険
は
、
私
的
保
険
と

は
異
な
り
国
民
に
加
入
を
強
制

す
る
こ
と
か
ら
、
当
然
保
険
料

を
支
払
え
な
い
加
入
者
を
抱
え

る
。
従
っ
て
、
低
所
得
者
等
の

保
険
料
部
分
を
カ
バ
ー
す
る
国

庫
負
担
・
公
費
負
担
が
存
在
す

る
。
ま
た
、
社
会
保
険
に
守
ら

れ
る
労
働
者
や
国
民
が
い
る
こ

と
で
、
企
業
は
労
働
者
が
抱
え

る
社
会
問
題
で
あ
る
疾
病
・
介

護
・
失
業
等
に
対
し
て
、
予
想

を
超
え
る
個
別
的
費
用
支
出
を

回
避
で
き
る
こ
と
か
ら
、
応
分

の
保
険
料
支
払
い
を
求
め
ら
れ

る
（
リ
ス
ク
分
散
）。
こ
の
国

庫
負
担
・
公
費
負
担
や
企
業
負

担
を
〝
社
会
保
険
に
お
け
る
社

会
扶
養
原
理
（
＝
人
権
原

理
）〞
と
呼
ぶ
。

　

当
然
、
社
会
保
険
に
お
い
て

は
、
労
働
者
・
国
民
の
う
ち
支

払
い
可
能
な
人
が
、
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま

り
、
社
会
保
険
財
政
を
支
え
る

た
め
に
、
企
業
の
保
険
料
、
労

働
者
・
国
民
の
保
険
料
、
国
庫

負
担
・
公
費
負
担
が
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、
社
会
保
険
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
給
付
時
に
労
働
者
・

国
民
に
再
度
一
部
負
担
を
要
求

す
る
こ
と
は
、
受
診
抑
制
・
サ

ー
ビ
ス
利
用
抑
制
の
そ
し
り
を

免
れ
な
い
し
、
こ
れ
は
費
用
の

二
重
徴
収
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

こ
の
観
点
か
ら
一
部
負
担
を

考
察
す
れ
ば
、
そ
の
負
担
の
増

率
・
増
額
に
問
題
が
あ
る
と
い

う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
社
会
保

険
に
お
い
て
は
、
利
用
時
の
一

部
負
担
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

 
（
お
わ
り
）

のの一部負担金 拠拠根根 ⑥
医医療保険における療保険における

立教大学教授
芝田英昭

歯
科
医
療
関
係
者
の
活
躍
に

期
待
を
寄
せ
た
。

　

講
演
に
先
立
っ
て
連
絡
会

は
第
11
回
総
会
を
開
き
、
20

年
度
の
活
動
報
告
や
次
年
度

の
方
針
を
決
め
た
。

浦
長
瀬
昌
宏
氏
が
講
演

保
険
で
よ
い
歯
科

大 

阪 

連 

絡 

会


